
対象保育所数：２１１か所
実施保育所数：２１０か所

保育士に係る処遇改善実績

保育士以外の職員に係る処遇改善実績

か所

・処遇改善手当として12月に支給。
・給与月額に勤務年数に応じて、上乗せして支給。
・12月賞与時に増額支給。
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一人当たりの賃金改善月額 6,790
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・期末勤勉手当を増額。
・勤務年数に関わらず、賞与として一律支給。
・基本給に上乗せして支給。
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保育所職員処遇改善実績（平成25年度）

か所

常勤保育士

非常勤保育士

常勤・非常勤職員

（具体例）

（具体例）

（具体例）

円

3 か所

・処遇改善手当として、労働時間に応じて支給。
・日額賃金に勤務年数に応じて、上乗せして支給。
・勤務年数に関わらず、賞与として一律支給。

基本給

手当

賞与(一時金）

5,624

資料５ 


